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１月１９日、２０日、東京において第３回多国間特許審査ハイウェイ（多国

間ＰＰＨ）会合を開催いたしました。我が国を含め、米国、欧州、中国、韓国

等の主要な１９の国・地域の知的財産庁・機関の実務者が参加し、特許審査ハ

イウェイ（ＰＰＨ）の申請要件・手続の共通化、関連する統計情報の提供及び

ユーザーへの周知活動などについて検討を行いました。 

今回の会合では、ＰＰＨ申請要件の一部についての共通化、各庁のＰＰＨ関

連情報をワンストップで入手できるＰＰＨポータルサイトの充実について合

意が得られ、多国間ＰＰＨの枠組みの更なる発展に向けた着実な進展が見られ

ました。 

 

１．背景 

 企業等のグローバルな活動の拡大に伴って、複数の国で特許権を取得するニ

ーズが高まり、同一内容の発明が世界各国の特許庁に出願されています。これ

が全世界的な出願件数の増加につながり、世界の各国特許庁では審査負担の増

加が大きな課題となっています。この課題に対し、我が国は、国際的なワーク

シェアリングを進めるため、第１国の特許庁で特許可能と判断された出願につ

いて、その審査結果を活用することにより、第２国の特許庁において簡易な手

続きで早期審査を受けることのできる特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）の取組を

各国とともに進めてきました。 

一方、ＰＰＨの利用が進むにつれ、各国ごとに異なるＰＰＨの申請要件・手

続の共通化が新たな課題となり、また、ユーザーからは、関連する統計情報の

提供、ユーザーへの周知活動等について多くの要望が寄せられるようになりま

した。このため、これまでそれぞれ２回の多国間ＰＰＨ長官会合及び実務者会

合を開催し、ＰＰＨの利便性をさらに高めるための検討を重ねてきました。 

 

２．参加国・機関 

日本、オーストリア、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、デンマ

ーク、欧州特許庁（ＥＰＯ）、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、韓国、



メキシコ、ノルウェー、ロシア、シンガポール、英国、米国、世界知的所

有権機関（ＷＩＰＯ） 

（全１９の国・機関） 

 

３．会合の結果概要 

今般の第３回多国間ＰＰＨ実務者会合には、主要な１９の国・地域の知的財

産庁・機関が出席しました（参加した国・地域の知的財産庁への出願件数は、

全世界の出願件数約１８６万件の約９０％（２００７年））。 

会合では、ＰＰＨのユーザーの利便性やワークシェアリングの効果の更なる

向上に向けた検討を行い、次回のＰＰＨに関する多国間長官会合に報告するこ

とになりました。主な合意事項は以下のとおりです。 

 

 最初に出願された国がどこであっても、ＰＰＨを実施している国の審査結果

を利用できる仕組みの構築について、その具体化に向けた検討を更に推進す

ることに合意。 

 ＰＰＨ申請時の要件の一つである特許請求の範囲の対応要件について検討。

その共通の定義について合意。 

 我が国特許庁が管理するＰＰＨポータルサイト（※）のコンテンツや統計情

報の拡充に向け、各国知的財産庁・機関が協力することに合意。 

 ユーザーへの周知活動について、各国知的財産庁・機関が今後積極的に行っ

ていくことに合意。 

 

（※）ＰＰＨポータルウェブサイトの URL 

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm 
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